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　　第１章　目的

（目的）

第１条　徳島大学大学院（以下「大学院」という。）は，徳島大学（以下「本学」という。）の目的使

命に則り，学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥を究め，もって文化の進展に寄与する有為

な人材を養成することを目的とする。

２　大学院は，研究科又は専攻ごとに，人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的について，

研究科の規則で定め，公表するものとする。

　　第２章　組織

（課程）

第２条　大学院の課程は，修士課程及び博士課程とする。

２　博士課程は，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専

門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的と

する。

３　修士課程及び第４条の２第２項に規定する前期２年の博士課程は，広い視野に立って精深な学識

を授け，専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うこ

とを目的とする。

（研究科）

第３条　大学院に次項の表の左欄に掲げる研究科を置き，それぞれの研究科に同表の中欄に掲げる専

攻を置く。

２　研究科ごとの課程の別は，次の表の右欄に掲げるとおりとする。

３　研究科に置く講座については，別に定める。

課　程　の　別専　　攻　　名研　究　科　名

博士前期課程地域創成専攻

創 成 科 学 研 究 科

博士前期課程臨床心理学専攻

博士前期課程理工学専攻

博士前期課程生物資源学専攻

博士後期課程創成科学専攻

修士課程医科学専攻
医 学 研 究 科

博士課程医学専攻

博士（前期・後期）課程口腔保健学専攻
口 腔 科 学 研 究 科

博士課程口腔科学専攻

博士（前期・後期）課程創薬科学専攻
薬 学 研 究 科

博士課程薬学専攻

博士（前期・後期）課程医科栄養学専攻医科栄養学研究科

博士（前期・後期）課程保健学専攻保 健 科 学 研 究 科
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　　第３章　標準修業年限，在学期間及び収容定員等

（標準修業年限）

第４条　修士課程の標準修業年限は，２年とする。

第４条の２　博士課程（医学研究科，口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻を除く。）

の標準修業年限は，５年とする。

２　前項の博士課程は，これを前期２年の課程（以下「博士前期課程」という。）及び後期３年の課程

（以下「博士後期課程」という。）に区分し，博士前期課程は，これを修士課程として取り扱うもの

とする。

第４条の３　医学研究科，口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程の標準修

業年限は，４年とする。

（在学期間）

第５条　在学期間は，標準修業年限の２倍を超えることができない。

（収容定員等）

第６条　研究科の入学定員及び収容定員は，次の表のとおりとする。

　　第４章　教育課程

（教育課程の編成方針）

第６条の２　大学院は，その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに学位

論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）の計画を策定し，体系的に教育課程を編成

するものとする。

合　　計

収容定員

博士課程又は

博士後期課程

修士課程又は

博士前期課程専　攻　名研 究 科 名

収容定員入学定員収容定員入学定員

323216地 域 創 成 専 攻

創成科学研究科

242412臨 床 心 理 学 専 攻

616616308理 工 学 専 攻

787839生 物 資 源 学 専 攻

14114147創 成 科 学 専 攻

89114147750375計

20　　2010医 科 学 専 攻

医 学 研 究 科 20420451　　医 学 専 攻

224204512010計

16６２10５口 腔 保 健 学 専 攻

口腔科学研究科 727218　　口 腔 科 学 専 攻

88782010５計

10030107035創 薬 科 学 専 攻

薬 学 研 究 科 1616４　　薬 学 専 攻

11646147035計

7127９4422医 科 栄 養 学 専 攻医科栄養学研究科

6915５5427保 健 学 専 攻保健科学研究科

1,459511146948474合　　　　　　　計
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２　教育課程の編成に当たっては，大学院は，専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させ

るとともに，当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮するものとする。

（教育方法）

第７条　大学院の教育は，授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。

（教育方法の特例）

第７条の２　研究科において，教育上特別の必要があると認められる場合には，夜間その他特定の時

間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

２　研究科に，外国人留学生のための英語による特別コースを置くことができる。

（履修方法等）

第８条　研究科における授業科目の内容及び単位数並びに研究指導の内容並びにこれらの履修方法は，

研究科の規則の定めるところによる。

（一の授業科目について２以上の方法の併用により行う場合の単位の計算基準）

第８条の２　研究科が，一の授業科目について，講義，演習，実験，実習及び実技のうち２以上の方

法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては，その組み合わせに応じ，徳島大学学則

第30条第２項各号に規定する基準を考慮して，研究科が定める時間の授業をもって１単位とする。
（成績評価基準等の明示等）

第８条の３　研究科は，学生に対して，授業及び研究指導の方法及び内容並びに１年間の授業及び研

究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。

２　研究科は，学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては，客観性及び厳格

性を確保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，当該基準にしたがって

適切に行うものとする。

（教育内容等の改善のための組織的な研修等）

第８条の４　大学院は，授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究

を実施するものとする。

（他の大学院における授業科目の履修等）

第９条　大学院が教育上有益と認めるときは，他の大学院との協議に基づき，学生は，学長の許可を

得て，当該大学院の授業科目を履修することができる。

２　前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は，15単位を超えない範囲で，大学院
における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

３　大学院が教育上有益と認めるときは，他の大学院等との協議に基づき，学生は，学長の許可を得

て，当該他の大学院等において必要な研究指導を受けることができる。

４　他の大学院の授業科目を履修することのできる期間及び他の大学院等で研究指導を受けることの

できる期間は，次のとおりとする。

⑴　履修の期間及び研究指導の期間を含め，１年以内とする。ただし，博士後期課程（医学研究科，

口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程を含む。）の学生で特別な理由が

ある場合は，当該他の大学院等との協議に基づき，更に１年を限り延長することができる。

⑵　博士後期課程（医学研究科，口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程

を含む。）の学生の履修の期間及び研究指導の期間は，それぞれを通算して２年を超えることがで

きない。

５　他の大学院で授業科目を履修した期間及び他の大学院等で研究指導を受けた期間は，大学院の在

学期間に算入する。
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６　学生は，他の大学院で授業科目を履修し，又は他の大学院等で研究指導を受けている間において

も，本学に正規の授業料を納付しなければならない。

７　前各項に定めるもののほか，他の大学院での授業科目の履修に関する事項及び他の大学院等での

研究指導に関する事項について必要な事項は，別に定める。

８　第１項，第２項及び前項の規定は，学生が，外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我

が国において履修する場合について準用する。

（休学中の外国の大学院における学修）

第９条の２　大学院が教育上有益と認めるときは，前条の規定にかかわらず，学生が休学期間中に，

外国の大学院において履修した授業科目について修得した単位を，大学院における授業科目の履修

により修得したものとみなし，単位を与えることができる。

２　前項の規定により与えることができる単位数は，前条第２項（同条第８項，第27条第２項及び第
27条の２第２項において準用する場合を含む。）の規定により大学院において修得したものとみなす
単位数と合わせて15単位を超えないものとする。

３　本条に定めるもののほか，休学中の外国の大学院における学修について必要な事項は，別に定め

る。

（入学前の既修得単位の認定等）

第９条の３　大学院が教育上有益と認めるときは，学生が大学院に入学する前に大学院，他の大学院，

外国の大学院（これに相当する教育研究機関を含む。以下同じ。）又は国際連合大学本部に関する国

際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和51年法律第72号）第１条第２項に規
定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学（以下「国際連合大
学」という。）において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位

を含む。）を，大学院に入学した後の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすこ

とができる。

２　前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は，15単位を超えないものとし，第
９条第２項（同条第８項，第27条第２項及び第27条の２第２項において準用する場合を含む。）及
び前条第１項の規定により大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超え
ないものとする。

３　大学院に入学する前に修得した単位（第18条の規定により入学資格を有した後，修得したものに
限る。）を大学院において修得したものとみなす場合であって，当該単位の修得により大学院の修士

課程又は博士課程（博士後期課程を除く。）の教育課程の一部を履修したと認めるときは，当該単位

数，その修得に要した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で大学院が定める期間在学したも

のとみなすことができる。ただし，この場合においても，修士課程については，当該課程に少なく

とも１年以上在学するものとする。

４　前項の規定は，修士課程を修了した者の第12条第１項及び第２項に規定する博士課程における在
学期間（同条第１項及び第２項の規定により博士課程における在学期間に含む修士課程における在

学期間を除く。）については，適用しない。

５　本条に定めるもののほか，入学前の既修得単位の認定について必要な事項は，別に定める。

（長期にわたる教育課程の履修）

第９条の４　学生が職業を有している等の事情により，第４条，第４条の２及び第４条の３に規定す

る標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望

する旨を申し出たときは，当該各研究科又は創成科学研究科各専攻の教授会（以下「研究科等教授
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会」という。）の議を経て，学長は，その計画的な履修を許可することができる。

２　前項に規定するもののほか，長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は，研究科長が別に

定める。

（外国の大学との国際共同学位プログラム）

第９条の５　外国の大学との国際共同学位プログラムを開設する場合の修業年限，単位数及び履修方

法その他必要な事項は，別に定める。

（単位の認定）

第10条　授業科目を履修した者には，試験又は研究報告に基づき，所定の単位を与える。

２　各授業科目の単位の認定は，学期末又は学年末に行うものとする。

　　第５章　課程の修了要件，学位の授与及び教員の免許状

（修士課程及び博士前期課程の修了要件）

第11条　修士課程及び博士前期課程の修了要件は，当該課程に２年以上在学し，30単位以上で研究科
の規則で定める単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，当該課程の目的に応じ，修士論

文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学

期間に関しては，当該研究科が優れた業績を上げたと認める者については，当該課程に１年以上在

学すれば足りるものとする。

（博士前期課程の取扱い）

第11条の２　第４条の２第２項の規定により修士課程として取り扱うものとする博士前期課程の修了

要件は，当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には，前条に規定する修士論

文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて，次に掲げる

試験及び審査に合格することとすることができる。

⑴　専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養

であって当該博士前期課程において修得し，又は涵養すべきものについての試験

⑵　博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士前期課程において

修得すべきものについての審査

（博士課程及び博士後期課程の修了要件）

第12条　修士課程及び博士前期課程を修了した者の博士後期課程の修了要件は，当該課程に３年以上

在学し，研究科の規則で定める単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査

及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，当該研究科が優れた研究業績

を上げたと認める者については，当該課程に１年以上在学すれば足りるものとする。

２　前項の規定にかかわらず，第11条第１項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博
士前期課程を修了した者の博士後期課程の修了要件は，当該課程に修士課程又は博士前期課程にお

ける在学期間に３年を加えた期間以上在学し，研究科の規則で定める単位を修得し，かつ，必要な

研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関

しては，当該研究科が優れた研究業績を上げたと認める者については，当該課程に３年（修士課程

又は博士前期課程における在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。

３　前２項の規定にかかわらず，学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第156条の規定
により，大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位（学位規則（昭和28年文部省令
第９号）第５条の２に規定する専門職学位をいう。第18条第２項において同じ。）を有する者と同
等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が，博士後期課程に入学した



－６－

場合の博士課程の修了要件は，当該課程に３年（専門職大学院設置基準（平成15年文部科学省令第
16号）第18条第１項の法科大学院の課程を修了した者にあっては，２年）以上在学し，研究科の規
則で定める単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格

することとする。ただし，在学期間に関しては，当該研究科が優れた研究業績を上げたと認める者

については，当該課程に１年（標準修業年限が１年以上２年未満の専門職学位課程を修了した者に

あっては，３年から当該１年以上２年未満の期間を減じた期間）以上在学すれば足りるものとする。

４　医学研究科，口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程の修了要件は，当

該課程に４年以上在学し，30単位以上で研究科の規則で定める単位を修得し，かつ，必要な研究指
導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，

当該研究科が優れた研究業績を上げたと認める者については，当該課程に３年以上在学すれば足り

るものとする。

（論文の審査）

第13条　修士論文及び博士論文の審査については，別に定める。

（最終試験）

第14条　最終試験は，所定の単位を修得し，かつ，修士論文又は博士論文の審査に合格した者につい

て行う。

２　前項に定めるもののほか，最終試験に関し必要な事項は，別に定める。

（課程修了による学位の授与）

第15条　修士課程又は博士前期課程を修了した者には，修士の学位を授与する。

２　博士課程を修了した者には，博士の学位を授与する。

３　学位の授与に関し必要な事項は，別に定める。

（論文提出による学位の授与）

第16条　前条第２項に定めるもののほか，別に定めるところにより，博士論文を提出した者について

博士の学位を授与することができる。

（教員の免許状）

第16条の２　大学院の学生に教員の免許状授与の所要資格を取得させることのできる教員の免許状の

種類は，次の表に掲げるとおりとする。

　　第６章　入学，休学，退学，再入学，転学，転研究科，転専攻及び留学

（入学の時期）

第17条　入学の時期は，毎学年の初めとする。ただし，研究科において必要があると認めるときは，

後期の初めにおいても，学生を入学させることができる。

（入学資格）

第18条　修士課程又は博士前期課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。

⑴　学校教育法（昭和22年法律第26号）第83条第１項に定める大学を卒業した者
⑵　学校教育法第104条第７項の規定により学士の学位を授与された者
⑶　外国において学校教育における16年の課程を修了した者

免許教科教員の免許状の種類専攻名研究科名

数学，理科中学校教諭専修免許状
理 工 学 専 攻創 成 科 学 研 究 科

数学，理科高等学校教諭専修免許状

養護教諭専修免許状保 健 学 専 攻保 健 科 学 研 究 科
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⑷　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の

学校教育における16年の課程を修了した者
⑸　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を
修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けら

れた教育施設であって，文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者

⑹　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政

府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学

大臣が別に指定するものに限る。）において，修業年限が３年以上である課程を修了すること（当

該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を

修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定

を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与さ

れた者

⑺　学校教育法施行規則第155条第１項第６号の規定に基づき，文部科学大臣が指定した者
⑻　専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満

たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した

者

⑼　大学に３年以上在学し，又は外国において学校教育における15年の課程を修了し，本学の定め
る単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

⑽　大学院において，個別の入学資格審査により，第１号に規定する者と同等以上の学力があると

認めた者で，22歳に達したもの
２　博士後期課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。

⑴　修士の学位又は専門職学位を有する者

⑵　外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

⑶　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門職

学位に相当する学位を授与された者

⑷　我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位

置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了し，修士の学位

又は専門職学位に相当する学位を授与された者

⑸　国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された者

⑹　外国の学校，第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し，大学院設

置基準（昭和49年文部省令第28号）第16条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格
し，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

⑺　学校教育法施行規則第156条第６号の規定に基づき，文部科学大臣が指定した者
⑻　大学院において，個別の入学資格審査により，第１号に規定する者と同等以上の学力があると

認めた者で，24歳に達したもの
３　医学研究科，口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程に入学することの

できる者は，次の各号の一に該当する者とする。

⑴　学校教育法第83条第１項に定める大学の医学，歯学又は修業年限６年の薬学若しくは獣医学を
履修する課程を卒業した者

⑵　学校教育法第104条第７項の規定により学士の学位を授与された者（医学，歯学又は獣医学を
履修した者に限る。）
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⑶　外国において，学校教育における18年の課程（最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学）を
修了した者

⑷　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の

学校教育における18年の課程（最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了した者
⑸　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程
（最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了したとされるものに限る。）を有するものと

して当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が指定す

るものの当該課程を修了した者

⑹　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政

府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学

大臣が別に指定するものに限る。）において，修業年限が５年以上である課程を修了すること（当

該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を

修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定

を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与さ

れた者

⑺　学校教育法施行規則第155条第１項第６号の規定に基づき，文部科学大臣が指定した者
⑻　大学（医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程に限る。）に４年以上在学し，又は外国にお

いて学校教育における16年の課程（医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限
る。）を修了し，本学の定める単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

⑼　大学院において，個別の入学資格審査により，第１号に規定する者と同等以上の学力があると

認めた者で，24歳に達したもの
（入学の出願）

第19条　大学院に入学を志願する者（以下「入学志願者」という。）は，入学願書に検定料及び別に定

める書類を添えて願い出なければならない。ただし，検定料の納付について別に定めがある場合は，

その定めるところによる。

（入学者選考）

第20条　入学志願者については，選抜試験を行い，研究科等教授会の議を経て，学長が合格者を決定

する。

（入学手続）

第21条　合格者は，所定の期日に入学料を納付し，別に定める手続をしなければならない。ただし，

入学料の納付について別に定めがある場合は，その定めるところによる。

（入学許可）

第22条　学長は，前条に定める手続を経た者に対し，入学を許可する。

（休学）

第23条　疾病その他の理由により，２月以上就学できないときは，学生は，学長の許可を得て，休学

することができる。

２　疾病のため就学が不適当と認められた者には，学長は，休学を命ずることができる。

３　休学は，引き続き１年を超えることができない。ただし，特別の理由がある者には，更に引き続

き１年以内の休学を許可することがある。

４　休学期間は，通じて修士課程及び博士前期課程にあっては２年，博士後期課程にあっては３年，

医学研究科，口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程にあっては４年を超
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えることができない。

５　休学期間中にその理由が消滅したときは，学長の許可を得て復学することができる。

６　休学期間は，第５条の在学期間に算入しない。

（退学）

第24条　疾病その他の理由により退学しようとする者は，退学願を学長に提出し，その許可を受けな

ければならない。

（再入学）

第25条　大学院を退学した者が再入学を願い出たときは，学長は，これを許可することがある。

２　第20条及び第21条の規定は，前項の入学を許可する場合に準用する。
（転学）

第26条　学生が，他の大学院に転学しようとするときは，転学願を学長に提出し，その許可を受けな

ければならない。

２　他の大学院又は外国の大学院若しくは国際連合大学（以下「外国の大学院等」という。）から大学

院の同種の研究科に転学を志願する者があるときは，欠員のある場合に限り，学長は，これを許可

することがある。

３　第20条及び第21条の規定は，前項の入学を許可する場合に準用する。
（転研究科）

第26条の２　学生が，所属の研究科以外の研究科に転研究科を願い出たときは，学長は，当該研究科

等教授会の議を経て許可することがある。

２　本条に定めるもののほか，転研究科に関する事項については，研究科の規則で定める。

（転専攻）

第26条の３　学生が，所属の研究科内の専攻と異なる当該研究科の専攻に転専攻を願い出たときは，

学長は，当該研究科等教授会の議を経て許可することがある。

２　本条に定めるもののほか，転専攻に関する事項については，研究科の規則で定める。

（留学）

第27条　大学院が教育上有益と認めるときは，外国の大学院との協議に基づき，学生は，学長の許可

を得て，当該大学院に留学することができる。

２　第９条第２項から第６項までの規定は，前項の留学の場合に準用する。

３　本条に定めるもののほか，留学に関する事項については，研究科の規則で定める。

（国際連合大学における授業科目の履修等）

第27条の２　大学院が教育上有益と認めるときは，国際連合大学との協議に基づき，学生は，学長の

許可を得て，国際連合大学の授業科目を履修することができる。

２　第９条第２項及び第４項から第６項までの規定は，国際連合大学の教育課程における授業科目を

履修する場合に準用する。

　　第７章　検定料，入学料及び授業料

（検定料，入学料及び授業料）

第28条　検定料，入学料及び授業料の額，徴収方法等は，この規則に定めるもののほか，別に定める

ところによる。

（授業料の納付）

第29条　授業料は，年度を前期及び後期の２期に区分し，前期にあっては５月，後期にあっては11月
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にそれぞれ年額の２分の１に相当する額を納付しなければならない。ただし，授業料の納付につい

て別に定めがある場合は，その定めるところによる。

２　前項の規定にかかわらず，学生の申し出があったときは，前期に係る授業料を徴収するときに，

当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。

３　入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については，第１項の規定にかかわらず，入学を

許可される者の申し出があったときは，入学を許可するときに徴収するものとする。

（既納の検定料等）

第30条　既納の検定料，入学料及び授業料は，返還しない。

２　前項の規定にかかわらず，次に掲げる授業料相当額については，当該授業料を納付した者の申し

出により，これを返還するものとする。

⑴　入学を許可するときに授業料を納付した者が入学年度の前年度の３月31日までに入学を辞退
した場合における当該授業料相当額

⑵　前期分授業料徴収の際に後期分授業料を併せて納付した者が後期の徴収の時期前に休学又は退

学した場合における後期分授業料相当額

（検定料の免除）

第30条の２　大規模な風水害等の災害を受ける等やむを得ない事情があると学長が特に認めた場合に

は，検定料を免除することができる。

（入学料の免除）

第30条の３　経済的理由により入学料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる者その他や

むを得ない事情があると認められる者に対しては，学長は，入学料を免除することができる。

（入学料の徴収猶予）

第30条の４　経済的理由により納付期限までに入学料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認めら

れる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては，学長は，入学料の徴収を猶予す

ることができる。

（授業料の免除）

第30条の５　経済的理由により授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる者その他や

むを得ない事情があると認められる者に対しては，学長は，授業料を免除することができる。

２　授業料の納付期限の属する月の初日までに休学を開始する場合で，休学が当該納付期限の属する

月の前月末までに許可されたときは，月割計算により休学した月の翌月（休学した日が月の初日に当

たるときは，その月）から復学した月の前月までの月数分の授業料の全額を免除することができる。

（授業料の徴収猶予）

第30条の６　経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認めら

れる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては，学長は，授業料の徴収を猶予し，

又は月割分納を許可することができる。

（細則）

第30条の７　第30条及び第30条の３から前条までの規定によるもののほか，入学料及び授業料の返還，
免除及び徴収猶予に関し必要な事項は，別に定める。

　　第８章　教員組織

（教員組織）

第31条　大学院に研究部を置く。
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２　研究部については，別に定める。

３　大学院の授業及び研究指導を担当する教員は，研究部その他の組織に所属する本学の教授，准教

授，講師及び助教とする。

　　第９章　運営組織

（教授会）

第32条　大学院の管理運営のため，各研究部並びに各研究科及び創成科学研究科各専攻に教授会を置

く。

２　前項の教授会については，別に定める。

（研究部長及び研究科長）

第32条の２　各研究部に研究部長を，各研究科に研究科長を置く。

２　研究科長は，研究科等教授会の構成員である教授をもって充てる。

　　第10章　特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，研究生及び外国人留学生

（特別聴講学生）

第33条　学長は，他の大学院又は外国の大学院等に在学中の学生で，大学院の授業科目の履修を希望

する者があるときは，当該大学院との協議に基づき，当該研究科等教授会において選考の上，特別

聴講学生として入学を許可することがある。

２　特別聴講学生について必要な事項は，別に定める。

（特別研究学生）

第33条の２　学長は，他の大学院又は外国の大学院等に在学中の学生で，大学院において研究指導を

受けることを希望する者があるときは，当該大学院との協議に基づき，当該研究科等教授会におい

て選考の上，特別研究学生として入学を許可することがある。

２　特別研究学生について必要な事項は，別に定める。

（科目等履修生）

第34条　学長は，大学院の学生以外の者で，一又は複数の授業科目の履修を希望する者があるときは，

当該研究科等教授会において選考の上，科目等履修生として入学を許可することがある。

２　科目等履修生について必要な事項は，別に定める。

（研究生）

第34条の２　学長は，本学において特定の事項について研究しようとする者があるときは，授業及び

研究に妨げのない場合に限り，当該研究科等教授会（教授会を置かない施設にあっては，当該施設

の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等）において選考の上，研究生として入学を許可す

ることがある。

２　研究生について必要な事項は，別に定める。

（大学院の学生に関する規定の準用）

第34条の３　特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生及び研究生については，別段の定めがある

場合を除き，大学院の学生に関する規定を準用する。

（外国人留学生）

第35条　学長は，外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し，大学院に入学を志願する

者があるときは，学生の学修に支障のない場合に限り，当該研究科等教授会において選考の上，外

国人留学生として入学を許可することがある。
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２　外国人留学生について必要な事項は，別に定める。

　　第11章　雑則

（学則の準用）

第36条　この学則に定めるもののほか，大学院の学生に関し必要な事項は，徳島大学学則を準用する。

　　附　則

　この規則は，昭和50年６月20日から施行し，昭和50年４月１日から適用する。

（略）

　　附　則

１　この規則は，令和４年４月１日から施行する。

２　この規則による改正前の総合科学教育部地域科学専攻及び先端技術科学教育部各専攻の博士後期

課程は，改正後の第３条第２項及び第６条の規定にかかわらず，令和４年３月31日に当該専攻に在
学する学生が当該専攻に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。

３　前項の規定により存続する専攻に在学する者については，改正後の規定にかかわらず，なお従前

の例による。

４　改正後の第６条の表に掲げる創成科学研究科創成科学専攻及び合計の項の収容定員は，同表の規

定にかかわらず，令和４年度及び令和５年度は，次のとおりとする。

５　この規則による改正前の第３条の規定による医科学教育部，口腔科学教育部，薬科学教育部，栄

養生命科学教育部及び保健科学教育部は，それぞれ改正後の医学研究科，口腔科学研究科，薬学研

究科，医科栄養学研究科及び保健科学研究科となる。

６　令和４年３月31日に創成科学研究科に在籍する者の教育課程，修了及び学位については，改正後
の第３条の規定にかかわらず，なお従前の例による。

令和５年度令和４年度

専　攻　名研 究 科 名 合　　計

収容定員

博士課程又は

博士後期課程
合　　計

収容定員

博士課程又は

博士後期課程

収容定員収容定員

94944747創 成 科 学 専 攻
創成科学研究科

8449479747計

1,4124641,365417合　　　　　　　計
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徳島大学学位規則

昭和50年６月20日

規則第 496号制定

（趣旨）

第１条　この規則は，学位規則（昭和28年文部省令第９号。以下「省令」という。）第13条の規定に

基づき，徳島大学（以下「本学」という。）における論文審査の方法，試験及び学力の確認の方法等

学位に関し必要な事項を定めるものとする。

（卒業による学位の授与）

第２条　本学を卒業した者には，徳島大学学則の定めるところにより，学士の学位を授与する。

（課程修了による学位の授与）

第３条　本学の大学院（以下「大学院」という。）の課程を修了した者には，徳島大学大学院学則の定

めるところにより，修士又は博士の学位を授与する。

（論文提出による学位の授与）

第４条　前条に定めるもののほか，本学に博士論文を提出してその審査に合格し，かつ，専攻分野に

関し大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することが試問により確認された者には，

博士の学位を授与する。

（専攻分野の名称）

第５条　前３条に定める学位を授与するに当たっては，専攻分野の名称を付記するものとし，その名

称は，次のとおりとする。

専攻分野の名称学部等名学　位　名

総合科学総合科学部

学　　　　士

医学医学部　医学科

栄養学医学部　医科栄養学科

看護学
医学部　保健学科

保健学

歯学歯学部　歯学科

口腔保健学歯学部　口腔保健学科

薬学薬学部　薬学科

理工学理工学部

生物資源産業学生物資源産業学部

学術

創成科学研究科（博士前期課程）
修　　　　士

臨床心理学

理学

工学

生物資源学

医科学医学研究科（修士課程）
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（学位論文の提出）

第６条　博士課程の学生が博士論文の審査等を受けようとするときは，学位申請書，博士論文その他

別に定める書類を提出するものとする。

２　博士課程の学生でない者が博士の学位を申請するときは，学位申請書，博士論文その他別に定め

る書類に所定の学位論文審査手数料を添えて提出するものとする。ただし，本学大学院の博士課程

において標準修業年限以上在学し，所定の単位を修得して退学したときから３年以内で各研究科が

定める期間に博士の学位を申請する場合には，学位論文審査手数料を免除する。

３　前２項に定めるもののほか，各研究科又は創成科学研究科各専攻の教授会（以下「研究科等教授

会」という。）が博士論文の審査のため必要があるときは，当該論文の副本，訳本，模型又は標本等

の提出を求めることがある。

４　修士課程又は博士前期課程の学生が修士論文の審査等を受けようとするときは，学位申請書，修

士論文その他別に定める書類を提出するものとする。

（学位論文の受理）

第７条　学位論文の受理は，研究科等教授会の議を経て，学長が決定する。

２　提出した学位論文については，任意に撤回し，又は一時的返還等を要求することができない。

（学位論文の審査等の機関）

第８条　学位論文の審査及び最終試験又は試問は，研究科等教授会が行う。

２　研究科等教授会は，あらかじめ学位論文の提出者の資格を確認した後，互選により研究科等教授

会構成員のうちから選出された審査委員を含む３人以上の審査委員（主査１人，副査２人以上）を

定め，学位論文の審査及び最終試験又は試問に関する事項を付託する。

３　研究科等教授会は，必要と認めるときは，学位論文の審査等にあたって，大学院の研究科担当の

口腔保健学口腔科学研究科（博士前期課程）

薬科学薬学研究科（博士前期課程）

栄養学医科栄養学研究科（博士前期課程）

保健学
保健科学研究科（博士前期課程）

看護学

学術

創成科学研究科（博士課程）

博　　　　士

工学

農学

医学医学研究科（博士課程）

口腔保健学

口腔科学研究科（博士課程） 歯学

学術

薬科学
薬学研究科（博士課程）

薬学

栄養学医科栄養学研究科（博士課程）

保健学保健科学研究科（博士課程）
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教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等の協力（審査委員に加わることを含む。）を求めるこ

とができる。

４　審査委員は，学位論文の審査の要旨及び最終試験又は試問の成績を記録し，その結果を文書によ

り研究科等教授会に報告するものとする。

（最終試験及び試問の方法）

第９条　最終試験は，学位論文を中心として，これに関連ある科目について，口頭又は筆答により行

うものとする。

２　試問は，博士論文を中心として，これに関連のある科目及び外国語について，口頭又は筆答によ

り行うものとする。この場合において，外国語については，原則として，２外国語を課するものとす

る。ただし，博士論文を提出した者が大学院の博士課程に所定の年限以上在学し，所定の単位を修

得し，かつ，必要な研究指導を受けた後退学した者であるときは，退学後５年以内に限り，最終試

験に準じて試験をもって試問に代えることができる。

（学位論文の審査等の期限）

第10条　博士論文の審査及び最終試験又は試問は，博士論文受理後１年以内に終了するものとする。

２　修士論文の審査及び最終試験は，在学期間中に終了するものとする。

（課程の修了及び論文審査等の議決）

第11条　研究科等教授会は，審査委員の報告に基づき，第３条の規定によるものについては，課程修

了の可否，第４条の規定によるものについては，その論文の審査及び試問の合否について議決する。

２　前項の議決は，出席委員の３分の２以上の同意を必要とする。

（学長への報告）

第12条　学部長は，教授会が卒業を認定する旨の議決をしたときは，その氏名等を，文書により学長

に報告するものとする。

２　研究科長は，研究科等教授会が前条の議決をしたときは，学位論文の審査の結果の要旨及び最終

試験又は試問の成績及び議決の結果を，文書により学長に報告するものとする。

（卒業証書・学位記及び学位記の授与）

第13条　学長は，前条第１項の報告に基づき，学士の学位を授与できるものと認定した者には，卒業

証書・学位記を授与する。

２　学長は，前条第２項の報告に基づき，修士又は博士の学位を授与できるものと認定した者には，

学位記を授与し，当該学位を授与できないものと認定した者には，その旨を通知するものとする。

３　卒業証書・学位記の様式は，別表第１のとおりとし，学位記の様式は，別表第２，別表第３及び

別表第４のとおりとする。

（学位授与の報告）

第14条　前条の規定により学位を授与したときは，学位記台帳に登録するものとする。

２　学長は，博士の学位を授与したときは，省令第12条の規定の定めるところにより，文部科学大臣

に報告するものとする。
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（論文要旨等の公表）

第15条　本学は，博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授与した日から３月以内に，その

論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

（学位論文の公表）

第16条　博士の学位を授与された者は，当該博士の学位を授与された日から１年以内に，当該博士の

学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし，当該博士の学位を授与される前に既

に公表したときは，この限りでない。

２　前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，やむを得ない事由がある場合には，学

長の承認を受けて，当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて，その内容を要約したものを

公表することができる。この場合において，本学は，その論文の全文を求めに応じて，閲覧に供す

るものとする。

３　博士の学位を授与された者が行う前２項の規定による公表は，本学の協力を得て，インターネッ

トの利用により行うものとする。

（学位の名称の使用）

第17条　学位を授与された者は，学位の名称を用いるときは，学位に本学名を付記するものとする。

（学位授与の取消）

第18条　学位（学士の学位を除く。）を授与された者が不正の方法により学位の授与を受けた事実が判

明したとき，又はその名誉を汚辱する行為をしたときは，学長は，当該研究科等教授会の議を経て，

当該学位の授与を取消し，当該学位記を返還させ，かつ，その旨を公表するものとする。

２　前項の議決は，構成員の４分の３以上の同意を必要とする。

（実施細則）

第19条　この規則の実施に関し必要な事項は，研究科長が別に定めることができる。

（略）

　　　附　則

１　この規則は，令和４年４月１日から施行する。

２　令和４年３月31日に総合科学教育部及び先端技術科学教育部に在学する者については，改正後の

第５条並びに別表第２，別表第３及び別表第４の規定にかかわらず，なお従前の例による。

３　令和４年３月31日以前に大学院の博士課程に入学した者については，改正後の第６条第２項ただ

し書の規定にかかわらず，なお従前の例による。
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